
宗谷の海・空・大地・そして人とつながる 稚内開発建設部  

 

 

               

令 和 2 年 1 月 1 0 日 

   

              

 

暴風雪時等における車両移動訓練を実施します！ 

～緊急通行車両の通行ルートを迅速に確保します～ 

 

 

 

 
 
 

記 

 

１ 日   時  令和２年１月１６日(木)  １４：００～１５：００ 

 

２ 実 施 場 所  稚内開発建設部 稚内道路事務所 

 稚内市潮見5丁目7番37号（※別紙１参照） 

 

３ 内   容  暴風雪時等の災害を想定した、災害対策基本法に基づく放置車両の移動訓練及び 

消防署との連携した訓練（車両に閉じ込められた乗員の救出等） 

 

４ 訓 練 参 加 者  稚内開発建設部、道路維持除雪工事請負者及び稚内消防署 

 

 

・荒天時により中止又は延期する場合は、当部から連絡しますので、取材を希望される際は、 

１月１５日（水）１５時までに会社名・取材者名・連絡先を広報官（0162-33-1015）へ御連絡 

願います。 

なお、訓練の内容については、下記の問合せ先に御連絡願います。 

 

 

 

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 稚内開発建設部 

        道路防災推進官   谷中 隆之 電話 0162-33-1137 

道路整備保全課長  松本 朋也 電話 0162-33-1159 
                       稚内開発建設部ホームページ  https://www.hkd.mlit.go.jp/wk/ 

稚内開発建設部公式 Twitter アカウント @mlit_hkd_wk  

稚内開発建設部では、平成２６年１１月の災害対策基本法の改正（別紙２参照）により大規模 

災害時における緊急車両の通行ルートを迅速に確保するため、道路管理者による放置車両対策の強化 

が図られることになったことを踏まえ、大規模地震や豪雪等の際における、迅速な放置車両の移

動を目的とする車両移動訓練を下記のとおり開催しますので、お知らせします。 



別紙１

稚内道路事務所 位置図

【開催場所】 住所：稚内市潮見5丁目7番37号

至 猿払村

至 稚内駅

至 豊富町

国
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40
号

国道238号

稚内道路事務所

会場詳細図

訓練会場
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